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今
か
ら
百
年
前
の
大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）
十
月
十
二

日
、
滝
桜
（
田
村
郡
三
春
町
大
字
滝
字
桜
久
保
二
九
六
）
は
、

史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
に
よ
り
「
三
春
瀧
櫻
」
の

名
称
で
国
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
、
内
務
省
告
示
第

二
七
〇
号
が
『
官
報
』
第
三
〇
六
一
号
に
登
載
さ
れ
た
。
桜

の
樹
で
は
初
め
て
の
天
然
記
念
物
指
定
で
あ
り
、
滝
桜
の
樹

種
は
エ
ド
ヒ
ガ
ン
系
の
ベ
ニ
シ
ダ
レ
ザ
ク
ラ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
明
治
・
大
正
期
の
福
島
県
で
は
、
都
合
三
回

に
わ
た
っ
て
『
福
島
縣
写
真
帖
』
が
編
纂
さ
れ
、
上
梓
さ
れ

て
い
る
。
第
一
回
目
が
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
九
月

八
日
に
児
童
新
聞
社
長
の
小お

栗ぐ
る

栖す

香こ
う
へ
い平

を
印
刷
者
と
し
、
第

二
回
目
が
大
正
五
年
七
月
九
日
に
田
山
宗
堯
を
印
刷
者
と

し
、
第
三
回
目
が
大
正
十
三
年
八
月
に
田
村
鐵
三
郎
を
印
刷

者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

大
正
十
三
年
八
月
刊
行
の
『
福
島
縣
写
真
帖
』
に
は
、
全

部
で
六
十
五
件
の
福
島
県
内
に
関
わ
る
様
々
な
種
類
の
写
真

が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
写
真
は
、
そ
の
内
容
に
よ
っ

て
、
行
政
機
関
、
教
育
施
設
、
産
業
、
景
観
、
名
勝
、
名
山
、

記
念
物
、
神
社
・
仏
閣
、
祭
礼
、
観
光
地
な
ど
に
分
類
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

上
の
写
真
は
、
鬱
蒼
と
茂
っ
た
葉
桜
の
滝
桜
で
、
周
囲
の

植
生
か
ら
季
節
は
初
夏
頃
で
あ
ろ
う
か
。
本
写
真
帖
に
は
、

こ
の
時
点
で
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存
法
に
よ
り
国
の
指

定
を
受
け
た
史
蹟
や
天
然
記
念
物
が
全
て
載
せ
ら
れ
て
お

り
、
滝
桜
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

　

田
村
鐵
三
郎
は
、
東
京
で
写
真
の
技
術
を
学
び
、
福
島
市

で
二
番
目
に
開
業
し
た
写
真
家
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
明

治
四
十
三
年
に
油
井
夫ふ

山ざ
ん

を
中
心
と
し
た
福
島
市
内
の
青
年

た
ち
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
福
島
県
最
初
の
洋
画
団
体
で
あ

る
「
ア
ー
ト
ク
ラ
ブ
」
の
一
員
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
三
春
滝
桜
は
現
在
で
は
福
島
県
の
「
緑
の
文
化
財
」

登
録
第
一
六
号
に
も
な
っ
て
い
る
。 

（
渡
邉 

智
裕
）
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ご
当
地
力
士
の
勝
敗
や
番
付
に
一
喜
一

憂
す
る
大
相
撲
で
あ
る
が
、
取
組
に
欠
か

せ
な
い
の
が
行
司
の
存
在
で
あ
る
。
な
か

で
も
木
村
庄
之
助
の
名
は
、
結
び
の
一
番

を
裁
く
最
高
位
の
行
司
の
名

み
ょ
う

跡せ
き

（
現
在
は

空
位
）
と
し
て
名
高
い
。

　

江
戸
初
期
の
初
代
庄
之
助
か
ら
現
在
ま

で
三
十
七
代
の
「
木
村
庄
之
助
」
が
存
在

す
る
が
、
当
館
に
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人

に
よ
る
「
木
村
庄
之
助
書
状
」
（
菊
池
義

衛
家
文
書
五
八
一
）
が
収
蔵
さ
れ
て
い

る
。
年
未
詳
（
十
一
月
五
日
付
）
の
た
め
、

こ
の
手
紙
か
ら
だ
け
で
は
何
代
目
の
庄
之

助
で
あ
る
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い

が
、
同
家
文
書
に
残
る
他
の
史
料
と
の
関

連
か
ら
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
手
紙
は
相
撲
年
寄
の
木
村
豊
七

に
宛
て
た
も
の
で
、
「
此
度
、
不
相
替
入

門
之
御
世
話
被
下
」
た
豊
七
へ
の
礼
を
述

べ
、
そ
の
上
で
、
入
門
者
（
弟
子
）
に
つ

い
て
「
心
眼
見
届
ケ
」
、
「
不
埒
之
者
御
座

候
ハ
ヽ
、
厳
敷
御
申
付
可
被
成
」
な
ど
と

「
能
取
計
」
を
頼
ん
で
い
る
。

　

こ
こ
で
年
代
を
比
定
す
る
手
掛
か
り
と

し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
豊
七
の
門
弟
へ

の
「
免
許
之
義
も
早
速
相
認
差
遣
候
積
」

で
あ
る
が
、
急
ぎ
出
立
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
間
に
合
い
そ
う
も
な
く
、
「
此
後
早

速
相
認
置
候
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。

　

そ
の
免
許
状
と
思
わ
れ
る
の
が
、
本

紙
第
四
七
号
の
拙
稿
「
江
戸
時
代
の
力

士
免
許
状
」
で
紹
介
し
た
文
化
八
年

（
一
八
一
一
）
霜
月
（
十
一
月
）
発
給
の
「
免

許
」
（
同
家
文
書
五
八
〇
）
で
、
豊
七
の

弟
子
と
な
っ
た
七
ツ
山
四
郎
兵
衛
が
「
於

何
國
ニ
モ
紛
無
之
」
「
相
撲
力
士
之
門
弟
」

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
月
日
・
内
容

共
に
手
紙
の
記
載
と
合
致
す
る
。

　

九
代
目
庄
之
助
が
記
し
た
「
相
撲
行
司

家
傳
」（
『
古
事
類
苑
』
武
技
部
十
九
所
収
）

に
よ
れ
ば
、
文
化
八
年
時
点
の
庄
之
助
は

八
代
目
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
手

紙
の
差
出
人
を
八
代
目
庄
之
助
と
推
定
し

て
お
き
た
い
。

　

そ
の
上
で
、
次
な
る
疑
問
は
、
な
ぜ
相

撲
行
司
木
村
庄
之
助
が
相
撲
年
寄
木
村
豊

七
に
宛
て
た
手
紙
や
免
許
状
が
、
上
石
井

村
（
現
塙
町
）
の
名
主
文
書
に
含
ま
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
地
域
社
会

と
武
芸
の
関
係
を
考
え
る
糸
口
と
し
て
、

調
査
を
続
け
た
い
。 
（
山
田 

英
明
）

　

私
年
号
は
、
人
々
の
改
元
待
望
に
応
え

て
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
近
世
私
年
号

「
永
長
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
永
長
は

近
世
以
前
に
公
元
号
と
し
て
使
わ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
後
期
に
た
び
た
び

新
元
号
と
し
て
広
ま
っ
た
。
特
に
天
保
八

年
（
一
八
三
七
）
は
、
前
年
凶
作
に
よ
る

大
飢
饉
や
、
大
塩
平
八
郎
の
乱
等
が
日
本

中
に
動
揺
を
与
え
、
改
元
待
望
の
高
ま
り

を
背
景
に
、
永
続
・
長
久
の
意
を
込
め
た

永
長
が
加
賀
国
等
に
生
ま
れ
た
。
本
稿
で

新
た
に
陸
奥
国
の
事
例
を
示
し
た
い
。

　

伊
達
郡
大
石
村
（
現
伊
達
市
）
大
橋
家

は
、
生
糸
買
継
問
屋
経
営
に
携
わ
り
、
郷

士
に
命
ぜ
ら
れ
た
豪
農
で
あ
る
。
同
家
史

料
で
、
天
保
八
年
五
月
以
降
に
永
長
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
反
故
紙
を
用

い
た
勘
定
書
の
包
み
紙
や
、
家
業
経
営
等

に
関
す
る
留
帳
と
い
っ
た
、
同
家
の
私
的

な
文
書
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
「
永
長
元
年

酉
五
月
」
と
記
し
、
後
に
訂
正
線
を
引
き
、

「
天
保
」「
天
保
八
年
」
と
修
正
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
、
大
橋
家
が
私
年
号
を
使
っ

た
背
景
に
つ
い
て
、
永
長
元
年
六
月
付

「
宗
旨
手
形
之
事
」
（
大
橋
健
佑
家
文
書

二
八
七
）
か
ら
読
み
解
き
た
い
。
本
書
は
、

同
家
の
長
男
儀
助
が
白
河
藩
宗
旨
奉
行
の

黒
田
角
太
夫
・
柏
原
喜
兵
衛
に
宛
て
、
家

族
の
宗
旨
を
記
し
た
公
的
文
書
の
下
書

で
、
日
付
け
の
「
永
長
元
年
丁
酉
六
月
」

に
斜
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
私
年
号
の
使

用
は
、
朝
廷
が
定
め
た
公
年
号
の
否
定
に

あ
た
り
、
公
的
文
書
で
意
図
的
に
使
用
し

な
い
点
を
考
慮
す
る
と
、
儀
助
は
永
長
を

公
年
号
と
誤
認
し
使
用
し
た
と
窺
え
る
。

　

さ
い
ご
に
、
大
橋
家
の
状
況
と
と
も
に

整
理
す
る
。
天
保
八
年
前
半
、
同
家
は
当

主
が
高
齢
で
名
代
を
儀
助
が
務
め
、
家
督

継
承
の
時
期
で
あ
っ
た
。
正
月
末
、
儀
助

は
白
河
藩
主
阿
部
正ま

さ

瞭
あ
き
ら

に
呼
ば
れ
江
戸
へ

行
き
、
五
月
三
日
に
帰
宅
し
、
同
月
に
誤
っ

た
改
元
情
報
（
永
長
改
元
）
に
接
し
た
と

み
ら
れ
る
。
儀
助
は
永
長
を
公
年
号
と
信

じ
六
月
ま
で
使
用
し
た
が
、
白
河
藩
保
原

陣
屋
と
の
間
で
宗
旨
手
形
を
添
削
す
る
う

ち
誤
認
に
気
付
き
、
大
橋
家
内
の
文
書
・

帳
簿
の
永
長
を
修
正
し
た
の
で
あ
る
。
意

図
せ
ぬ
私
年
号
の
使
用
例
で
あ
る
と
と
も

に
、
私
年
号
永
長
が
陸
奥
国
を
含
め
広
範

囲
に
伝
播
し
た
こ
と
を
示
す
好
個
な
史
料

と
評
価
で
き
る
。 

（
小
野 

孝
太
郎
）

令和 4年 (2022) 6 月　 　　　 　 　　　　福島県史料情報　　　　　　　　　　　　　 　 第 63 号

陸
奥
国
伊
達
郡
に
伝で

ん

播ぱ

し
た

　
　
　
　

私
年
号
「
永
長
」

相
撲
行
司

　
　
　

木
村
庄
之
助
の
手
紙

永長元年（1837）6 月付宗旨手形之事
（大橋健佑家文書 287）

木村庄之助書状
（菊池義衛家文書 581）



　

感
染
症
の
流
行
状
況
が
注
目
さ
れ
た
昨

今
、
社
寺
で
の
疫
病
除
け
も
耳
目
を
集
め

た
。
社
寺
に
ま
つ
わ
る
霊
力
と
疫
病
の
関

係
は
深
く
、
縁
起
等
に
は
、
近
世
以
前
に

流
行
し
た
疫
病
を
治
め
る
た
め
、
勧
請
・

祈
願
し
た
と
い
う
霊
験
譚
が
少
な
く
な

い
。
一
方
、
近
世
の
庶
民
生
活
に
は
、
そ

の
霊
力
を
恐
れ
た
面
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

会
津
郡
鴇と

う
の
す巣

村
（
現
南
会
津
町
）
名
主

馬
場
近
右
衛
門
・
組
頭
徳
右
衛
門
・
百
姓

代
太
郎
兵
衛
は
、
会
津
藩
御
蔵
入
役
所
へ

願
書
を
出
し
、
控
と
し
て
午
六
月
付
「
乍

恐
以
書
付
奉
申
上
候
」
（
馬
場
新
家
文
書

（
そ
の
二
）
六
六
九
）
を
残
し
た
。
差
出

人
ら
が
村
役
人
を
務
め
た
時
期
と
干
支
か

ら
判
断
し
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
の

出
来
事
で
あ
る
。
願
書
の
発
端
は
、
御
蔵

入
郡
奉
行
・
代
官
配
下
の
役
人
ら
が
、
御

用
材
買
い
上
げ
の
た
め
出
張
し
て
き
た
こ

と
に
あ
っ
た
。
役
人
ら
は
鴇
巣
村
の
鎮
守

で
あ
る
熊
野
社
境
内
で
杉
の
木
を
見
分

し
、
御
用
材
に
相
当
す
る
木
は
伐
採
す
る

と
の
旨
を
様
々
に
諭
し
た
。
こ
れ
に
対
し

村
側
は
次
の
通
り
意
見
し
て
い
る
。

　

境
内
の
神
木
に
つ
い
て
、
か
つ
て
村
に

起
き
た
不
時
の
災
害
で
必
要
が
生
じ
、
社

木
を
一
本
伐
採
し
た
際
、
た
ち
ま
ち
村
中

で
疫
病
が
流
行
し
、
約
三
年
の
間
病
に
苦

し
む
人
が
絶
え
な
か
っ
た
。
当
時
の
神
託

に
よ
り
、
御
咎
め
と
し
て
神
罰
を
蒙

こ
う
む

っ
た

の
だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
今
も
恐

れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
古
人

の
言
い
伝
え
と
捉
え
て
い
な
が
ら
も
、
神

慮
に
背
け
ば
ど
の
よ
う
な
災
難
が
起
き
る

か
も
分
か
ら
な
い
た
め
、
こ
の
一
件
を
斟

酌
の
上
、
神
木
の
伐
採
は
容
赦
し
て
欲
し

い
と
村
中
挙
げ
て
願
っ
て
い
る
と
あ
る
。

　

実
際
に
鴇
巣
村
で
は
、
文
政
八
年

（
一
八
二
五
）
疫
病
流
行
、
文
政
十
年
痢

病
流
行
が
起
き
、
幼
少
期
の
馬
場
近
右
衛

門
も
痢
病
に
罹
患
し
片
目
を
失
明
し
た
。

こ
れ
が
言
い
伝
え
の
疫
病
を
指
す
か
は
検

討
を
要
す
る
に
し
て
も
、
身
を
も
っ
て

知
っ
た
疫
病
の
恐
ろ
し
さ
を
共
有
し
た
上

で
、
神
の
祟
り
に
よ
り
疫
病
が
齎
さ
れ
る

と
い
う
因
果
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
た
。

御
用
材
の
一
件
が
ど
う
処
理
さ
れ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
鴇
巣
村
で
は
、
藩
命

よ
り
も
神
の
祟
り
と
い
う
霊
力
を
恐
れ
、

重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。 
（
小
野 

孝
太
郎
）

　

本
年
度
よ
り
新
た
に
公
開
し
た
「
河
越

卿
家
文
書
（
そ
の
三
）
」
中
の
訴
訟
関
係

史
料
に
、
神
社
の
お
囃
子
太
鼓
の
出
来
の

悪
さ
を
か
ら
か
っ
た
次
の
「
〔
戯
れ
歌
〕
」

（
同
一
一
〇
二
）
が
残
さ
れ
て
い
た
。

　
　

宮
下
て 

林は
や

す
た
い
こ
は 

バ
か
林

　
　
　
　

廣
居
取
と 

廣
居
評
判
ん

　

は
じ
め
は
、
間
違
っ
て
紛
れ
込
ん
だ
も

の
か
と
気
に
留
め
て
い
な
か
っ
た
の
だ

が
、
史
料
整
理
を
進
め
る
に
つ
れ
、
同
家

文
書
の
出
所
で
あ
る
桑
原
村
（
現
三
島

町
）
と
隣
村
の
宮
下
村
の
間
で
繰
り
広
げ

ら
れ
た
入
会
争
論
訴
訟
に
深
く
関
わ
っ
て

い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

　

事
の
起
こ
り
は
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）

に
遡
る
。
こ
の
年
の
検
地
に
よ
り
、
両
村

の
入
会
山
に
あ
っ
た
焼
畑
地
の
年
貢
負
担

を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
生
じ
た
。
争
い
は
江

戸
時
代
を
経
て
明
治
時
代
に
持
ち
越
さ

れ
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
は
、
桑

原
村
が
土
地
所
有
権
の
再
調
査
を
求
め
て

若
松
県
に
訴
え
出
て
い
る
。

　

訴
訟
を
受
理
し
た
若
松
県
裁
判
所
は
、

双
方
の
言
い
分
を
踏
ま
え
、
明
治
九
年
七

月
に
実
地
検
査
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
派
遣
さ
れ
た
役
人
の
「
直
喜

殿
」
が
病
気
と
な
り
、
代
わ
っ
て
「
廣
居

殿
」
が
出
張
し
て
く
る
。
こ
の
人
物
が
曲

者
で
、
宮
下
村
か
ら
何
を
吹
き
込
ま
れ
た

の
か
「
兎
角
被
告
〔
引
用
者
註
…
宮
下
村
〕

ノ
便
宜
ニ
相
成
候
之
御
沙
汰
」
を
繰
り
返

す
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
桑
原
村
の
人
々
の

不
満
は
高
ま
り
、
「
如
何
可
相
成
哉
難
計
」

状
態
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
桑
原
村
で

は
、
「
直
喜
殿
」
が
全
快
し
た
翌
日
（
八

月
二
日
）
に
、
「
廣
居
殿
ハ
速
ニ
御
帰
廳

ニ
被
成
下
置
候
共
御
差
支
有
之
間
敷
」
と

若
松
裁
判
所
に
願
い
出
て
い
る
ほ
ど
で
あ

る
（
「
〔
歎
願
書
〕
」
、
同
七
四
七
）
。

　

こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改

め
て
先
の
戯
れ
歌
を
読
み
返
す
と
、
宮
下

村
の
口
車
に
乗
せ
ら
れ
た
「
廣
居
殿
」（
フ

ル
ネ
ー
ム
は
林
廣
居
か
）
を
罵
倒
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
役

人
の
権
威
が
現
代
と
比
べ
物
に
な
ら
な
い

ほ
ど
高
か
っ
た
時
代
に
、
随
分
と
思
い

切
っ
た
戯
れ
歌
を
作
っ
た
も
の
だ
。
そ
れ

だ
け
、
村
人
の
怒
り
は
強
か
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。 

（
山
田 

英
明
）
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戯
れ
歌
の
秘
密

霊
力
と
災
厄

―
神
の
祟
り
が
齎

も
た
ら

す
疫
病
―

〔戯れ歌〕（河越卿家文書（その 3）1102）

〔安政 5 年〕（1858）午 6 月付
乍恐以書付奉申上候（神木伐採御用捨
之儀）（馬場新家文書（その２）669）



　

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
十
月
三
十
一

日
未
明
に
発
生
し
た
火
災
に
よ
り
、
首
里

城
正
殿
は
紅
蓮
の
炎
に
呑
み
込
ま
れ
て
崩

落
し
た
。
こ
の
建
物
は
、
先
人
が
残
し
て

く
れ
た
記
録
や
記
憶
等
に
基
づ
き
、
平

成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
復
元
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
昭
和
八
年

（
一
九
三
三
）
に
竣
工
し
た
昭
和
の
大
修

理
の
際
に
正
確
な
図
面
や
写
真
を
残
し
て

い
た
阪
谷
良
之
進
と
柳
田
菊
造
と
い
う
技

術
者
の
功
績
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

良
之
進
の
叔
父
は
阪
谷
芳
郎
、
芳
郎
の

妻
は
渋
沢
栄
一
の
次
女
琴
子
、
芳
郎
の
長

女
敏
子
は
堀
切
善
次
郎
の
妻
で
あ
る
。
良

之
進
自
身
は
、
東
京
美
術
学
校
図
案
科
建

築
部
を
卒
業
し
た
建
造
物
修
復
の
専
門
家

で
、
内
務
省
や
文
部
省
で
指
定
建
造
物
調

査
・
修
復
の
嘱
託
を
務
め
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
奈
良
県
の
宮
大
工
の
家
に

生
ま
れ
た
柳
田
と
福
島
県
と
の
接
点
は
、

柳
田
が
「
藤
倉
二
階
堂
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
る
延
命
寺
地
蔵
堂
（
現
国
指
定
重
要
文

化
財
、
会
津
若
松
市
河
東
町
）
の
修
理
に

助
手
と
し
て
携
わ
っ
た
明
治
四
十
五
年

（
一
九
一
二
）
五
月
ま
で
遡
る
。

　

さ
ら
に
、
首
里
城
の
昭
和
の
大
修

理
竣
工
よ
り
十
八
年
前
の
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）
に
は
、
阪
谷
と
柳
田
の
二

人
が
「
立
木
観
音
堂
」
と
一
般
に
呼
ば
れ

て
い
る
恵え

隆
り
ゅ
う

寺
観
音
堂
（
現
国
指
定
重
要

文
化
財
、
会
津
坂
下
町
大
字
塔
寺
）
の
修

理
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
事
実
が
判
明
す

る
。
こ
れ
は
、
二
人
が
一
緒
に
文
化
財
の

修
理
を
し
た
最
も
古
い
事
例
で
あ
る
。

　

大
正
三
年
八
月
二
十
七
日
に
は
恵
隆
寺

観
音
堂
の
修
理
が
内
務
省
よ
り
正
式
に
許

可
さ
れ
、
翌
四
年
四
月
に
は
内
務
省
嘱
託

の
阪
谷
が
工
事
監
督
に
就
任
し
た
。
阪
谷

は
、
四
月
七
日
に
宮
田
善
助
を
現
場
付
主

任
に
推
薦
し
た
。
宮
田
は
福
井
県
の
代
々

大
工
を
生
業
に
し
て
い
た
家
に
生
ま
れ
、

各
地
で
修
復
の
経
験
を
積
ん
で
い
た
。

　

ま
た
、
四
月
十
日
に
は
、
阪
谷
は
柳
田

を
助
手
に
推
薦
し
て
い
る
（
左
図
版
）
。

柳
田
の
働
き
ぶ
り
が
勤
勉
で
、
仕
事
の
技

量
も
優
れ
て
い
た
た
め
、
途
中
か
ら
柳
田

の
月
手
当
は
現
場
付
主
任
の
宮
田
と
同
額

と
な
っ
た
。
向
学
心
の
あ
っ
た
柳
田
は
、

後
に
工
手
学
校
の
建
築
科
を
卒
業
し
、
西

洋
建
築
の
知
識
を
も
学
ん
で
い
る
。

　

阪
谷
と
柳
田
は
現
場
で
多
く
の
経
験
を

積
む
と
と
も
に
飽
く
な
き
向
上
心
を
持
ち

続
け
た
こ
と
が
、
彼
ら
の
匠
の
技
を
本
物

た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。 

（
渡
邉 
智
裕
）

一
、
展
示
公
開
（
収
蔵
資
料
展
）

一
、
展
示
公
開
（
収
蔵
資
料
展
）

只
見
線
復
旧
応
援
「
奥
会
津
の
古
文
書

只
見
線
復
旧
応
援
「
奥
会
津
の
古
文
書

―
総
集
編
―
」

―
総
集
編
―
」

　

平
成
二
十
九
年
度
か
ら
只
見
線
の
早
期

復
旧
を
応
援
す
る
た
め
、
「
奥
会
津
の
古

文
書
」
と
い
う
企
画
展
示
を
五
回
に
わ

た
っ
て
開
催
し
、
そ
の
総
集
編
と
し
て
代

表
的
な
古
文
書
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

【
会
期
】
開
催
中
～
八
月
二
十
一
日
（
日
）

ま
で

【
関
連
イ
ベ
ン
ト
上
映
会
】

五
月
二
十
八
日
（
土
）
に
映
画
「
ハ
ー
メ

ル
ン
」
を
上
映
し
ま
し
た
。
ま
た
、
八
月

五
日
（
金
）
に
記
録
映
像
「
か
ら
む
し
の

こ
え
」
を
上
映
し
ま
す
（
要
事
前
申
込
）
。

詳
細
は
当
館
の
Ｈ
Ｐ
を
御
覧
下
さ
い
。

「
疫
病
に
負
け
る
な
！

「
疫
病
に
負
け
る
な
！

―
ふ
く
し
ま
の
近
世
・
近
代
疫
病
史
―
」

―
ふ
く
し
ま
の
近
世
・
近
代
疫
病
史
―
」

　

主
に
江
戸
・
明
治
時
代
に
ふ
く
し
ま
で

流
行
し
た
疫
病
や
、
疫
病
に
関
わ
る
資
料

を
展
示
し
、
人
々
が
ど
の
よ
う
に
疫
病
と

向
き
合
い
、
い
か
に
し
て
乗
り
越
え
て
き

た
の
か
を
振
り
返
り
ま
す
。

【
会
期
】
九
月
三
日
（
土
）
～
十
二
月

十
一
日
（
日
）
ま
で

福
島
県
歴
史
資
料
館
移
動
展

福
島
県
歴
史
資
料
館
移
動
展

只
見
線
復
旧
応
援
「
奥
会
津
の
古
文
書

只
見
線
復
旧
応
援
「
奥
会
津
の
古
文
書

―
昭
和
村
を
中
心
に
―
」

―
昭
和
村
を
中
心
に
―
」

　

平
成
三
十
年
度
に
開
催
し
た
只
見
線
復

旧
応
援
「
奥
会
津
の
古
文
書
―
三
島
町
・

金
山
町
・
昭
和
村
を
中
心
に
―
」
の
昭
和

村
に
関
す
る
古
文
書
を
展
示
し
、
生
業
・

信
仰
・
戊
辰
戦
争
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

【
会
期
】
九
月
三
日
（
土
）
～
十
月
十
六

日
（
日
）
ま
で

【
会
場
】
か
ら
む
し
工
芸
博
物
館

二
、
古
文
書
講
座

二
、
古
文
書
講
座

　

初
級
者
を
対
象
に
、
当
館
が
収
蔵
す
る

県
北
地
域
の
商
家
に
伝
わ
る
古
文
書
を
テ

キ
ス
ト
と
し
て
、
古
文
書
の
勉
強
法
や
解

読
に
役
立
つ
基
礎
的
知
識
、
コ
ツ
な
ど
を

分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。

【
日
時
】
七
月
十
日
（
日
）
、
七
月
二
十
四

日
（
日
）
、
八
月
七
日
（
日
）
、
九
月
四
日

（
日
）
、
各
回
と
も
午
前
十
時
～
十
二
時
ま

で
。
※
締
め
切
り
ま
し
た
。

三
、
資
料
閲
覧
に
つ
い
て

三
、
資
料
閲
覧
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
た
め
、
前
日
の
午
後
三
時
ま
で
に
電

話
で
の
予
約
が
必
要
で
す
。
詳
細
や
最
新

の
情
報
は
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
願
い
ま
す
。
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首
里
城
を
修
復
し
た

　

阪さ

か

た

に谷
良

り
ょ
う

之の

進し

ん

と
柳
田
菊
造

令
和
四
年
度
行
事
予
定

　
　

（
令
和
四
年
四
月
～
令
和
四
年
九
月
）

阪谷良之進推薦状
（福島県神社庁文書 102）


